
令和三年法律第三⼗⼋号
公的給付の⽀給等の迅速かつ確実な実施のための
預貯⾦⼝座の登録等に関する法律

⽬次
第⼀章 総則（第⼀条・第⼆条）
第⼆章 公的給付の⽀給等に係る⾦銭の授受に利⽤することができる預貯⾦⼝座
の登録（第三条―第九条）
第三章 特定公的給付の⽀給の迅速かつ確実な実施に必要な措置（第⼗条・第⼗
⼀条）
第四章 預⾦保険機構の業務の特例等（第⼗⼆条―第⼗七条）
第五章 雑則（第⼗⼋条・第⼗九条）
第六章 罰則（第⼆⼗条）
附則

第⼀章 総則

（⽬的）
第⼀条 この法律は、各⾏政機関の⻑等が⾏う公的給付の⽀給等に係る⾦銭の授受
に利⽤することができる預貯⾦⼝座を、内閣総理⼤⾂にあらかじめ登録し、当該
⾏政機関の⻑等が当該⾦銭の授受をするために当該預貯⾦⼝座に関する情報の提
供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の⽀給を実施するた
めの基礎とする情報について個⼈番号を利⽤して管理できることとする等によ
り、公的給付の⽀給等の迅速かつ確実な実施を図ることを⽬的とする。

（定義）
第⼆条 この法律において「⾏政機関の⻑等」とは、⾏政⼿続における特定の個⼈
を識別するための番号の利⽤等に関する法律（平成⼆⼗五年法律第⼆⼗七号。次
条第三項第四号において「番号利⽤法」という。）第⼆条第⼗四項に規定する⾏
政機関の⻑等をいう。
２ この法律において「公的給付の⽀給等」とは、次に掲げるもののうち、⾏政機
関の⻑等が預貯⾦⼝座に⾦銭を払い込む⽅法により⾏うことができるようにする
必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。
⼀ 公的給付（国⼜は地⽅公共団体がその給付に要する費⽤⼜はその給付の事業
に関する事務に要する費⽤の全部⼜は⼀部を負担し、⼜は補助することとされ
ている給付（給与その他対価の性質を有するものを除く。）をいう。第⼗条に
おいて同じ。）の⽀給
⼆ 加⼊者、事業主その他の国⼜は地⽅公共団体以外の者がその給付に要する費
⽤及びその給付の事業に関する事務に要する費⽤の全部を負担することとされ
ている年⾦に係る給付の⽀給
三 資⾦の貸付け
四 国税、地⽅税、保険料その他徴収⾦に係る還付⾦及び過誤納⾦（これらに加
算すべき還付加算⾦を含む。）の還付



３ この法律において「⾦融機関」とは、預⾦保険法（昭和四⼗六年法律第三⼗四
号）第⼆条第⼀項各号に掲げる者及び農⽔産業協同組合貯⾦保険法（昭和四⼗⼋
年法律第五⼗三号）第⼆条第⼀項に規定する農⽔産業協同組合をいう。
４ この法律において「預貯⾦」とは、預⾦保険法第⼆条第⼆項に規定する預⾦等
及び農⽔産業協同組合貯⾦保険法第⼆条第⼆項に規定する貯⾦等をいう。
５ この法律において「預貯⾦者」とは、預⾦保険法第⼆条第三項に規定する預⾦
者等である個⼈及び農⽔産業協同組合貯⾦保険法第⼆条第三項に規定する貯⾦者
等である個⼈をいう。
６ この法律において「預貯⾦⼝座」とは、⾦融機関の営業所⼜は事務所（国内に
あるものに限る。）に預貯⾦者の名義で開設され、⼜は設定されている預貯⾦の
⼝座⼜は勘定をいう。

第⼆章 公的給付の⽀給等に係る⾦銭の授受に利⽤することができる預貯⾦
⼝座の登録

（登録）
第三条 預貯⾦者は、公的給付の⽀給等に係る⾦銭の授受に利⽤することができる
⼀の預貯⾦⼝座について、登録を受けることができる。
２ 前項の登録を受けようとする者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣
総理⼤⾂に申請をしなければならない。
３ 第⼀項の登録は、公的給付⽀給等⼝座登録簿に当該預貯⾦⼝座に係る次に掲げ
る事項を記録してするものとする。この場合において、公的給付⽀給等⼝座登録
簿は、その全部を磁気ディスク（これに準ずる⽅法により⼀定の事項を確実に記
録しておくことができる物を含む。第⼗⼆条第⼆項において同じ。）をもって調
製するものとする。
⼀ ⾦融機関及びその店舗の名称
⼆ 預貯⾦の種別及び⼝座番号
三 名義⼈の⽒名
四 名義⼈の個⼈番号（番号利⽤法第⼆条第五項に規定する個⼈番号をいう。以
下同じ。）
五 その他デジタル庁令で定める事項
４ 内閣総理⼤⾂は、第⼀項の登録をしたときは、デジタル庁令で定める⽅法によ
り、同項の登録を受けた預貯⾦者（以下「公的給付⽀給等⼝座登録者」とい
う。）に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならな
い。

（変更の登録）
第四条 公的給付⽀給等⼝座登録者は、当該登録に係る預貯⾦⼝座以外の⼀の預貯
⾦⼝座であって公的給付の⽀給等に係る⾦銭の授受に利⽤することができるもの
について、変更の登録を受けることができる。
２ 前項の変更の登録を受けようとする公的給付⽀給等⼝座登録者は、デジタル庁
令で定めるところにより、内閣総理⼤⾂に申請をしなければならない。
３ 第⼀項の変更の登録は、当該預貯⾦⼝座に係る前条第三項第⼀号から第三号ま
でに掲げる事項について、公的給付⽀給等⼝座登録簿の記録を修正してするもの



とする。
４ 内閣総理⼤⾂は、第⼀項の変更の登録をしたときは、デジタル庁令で定める⽅
法により、公的給付⽀給等⼝座登録者に対し、その旨その他デジタル庁令で定め
る事項を通知しなければならない。

（登録の特例等）
第五条 ⾏政機関の⻑等（この項の規定による同意の取得及び情報の提供を適切に
⾏い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。）は、そ
の⾏う公的給付の⽀給等に係る⾦銭の授受に利⽤する⼀の預貯⾦⼝座に関する情
報であって第三条第三項各号に掲げる事項に係るものについて、預貯⾦者から取
得したとき⼜は保有しているときは、デジタル庁令で定めるところにより、当該
預貯⾦者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該預貯⾦者の同意を得て、
内閣総理⼤⾂に提供することができる。
⼀ 当該同意をしたときは、公的給付⽀給等⼝座登録簿に第三条第三項各号に掲
げる事項が記録されること。
⼆ 各⾏政機関の⻑等は、公的給付の⽀給等に係る⾦銭の授受をするために必要
があるときは、内閣総理⼤⾂に対し、公的給付⽀給等⼝座登録簿に記録された
第三条第三項第⼀号から第三号までに掲げる事項に係る情報（第九条において
「公的給付⽀給等⼝座情報」という。）の提供を求めることができること。

２ 内閣総理⼤⾂は、前項の規定による情報の提供を受けた時点において、当該預
貯⾦者が公的給付⽀給等⼝座登録者でないときは当該預貯⾦者を第三条第⼆項の
申請をした者とみなして同条第⼀項の登録をし、当該預貯⾦者が前項の同意に係
る預貯⾦⼝座と異なる預貯⾦⼝座に係る公的給付⽀給等⼝座登録者であるときは
当該預貯⾦者を前条第⼆項の申請をした者とみなして同条第⼀項の変更の登録を
し、当該預貯⾦者が前項の同意に係る預貯⾦⼝座と同⼀の預貯⾦⼝座に係る公的
給付⽀給等⼝座登録者であるときはデジタル庁令で定める⽅法により当該預貯⾦
者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、第三条第四項中「そ
の旨」とあるのは「その旨及び第五条第⼀項の規定により情報の提供を受けた
旨」と、前条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第⼀項の規定によ
り情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適⽤する。

（修正⼜は訂正）
第六条 公的給付⽀給等⼝座登録者は、第三条第三項各号に掲げる事項に変更があ
ったとき⼜は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨
を内閣総理⼤⾂に届け出なければならない。
２ 内閣総理⼤⾂は、公的給付⽀給等⼝座登録者について、第三条第三項各号に掲
げる事項に変更があったこと⼜は誤りがあったことを知ったとき（前項の規定に
よる届出があったときを含む。）は、公的給付⽀給等⼝座登録簿の記録の修正⼜
は訂正をしなければならない。
３ 内閣総理⼤⾂は、前項の記録の修正⼜は訂正をしたときは、デジタル庁令で定
める⽅法により、公的給付⽀給等⼝座登録者に対し、その旨を通知しなければな
らない。

（登録の抹消）


